
○ 

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進

等
に
関
す
る
法
律
施
行
令 

（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
十
一
号
）（
抄
） 

 

（
燃
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
製
品) 

第
一
条 

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る

法
律(

以
下
「
法
」
と
い
う
。)

第
二
条
第
八
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
製

品
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

二 

主
と
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
容
器
包
装
（
飲
料
又
は
し
ょ
う
ゆ
を
充

て
ん
す
る
た
め
の
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製
の
容
器
そ
の
他

そ
の
容
器
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
を
燃
料
以
外
の
製
品
の
原
材
料
と

し
て
利
用
す
る
こ
と
が
容
易
な
も
の
と
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
ポ
リ

エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製
の
容
器
を
除
く
。）
に
係
る
分
別
基
準
適

合
物
を
圧
縮
又
は
破
砕
す
る
こ
と
に
よ
り
均
質
に
し
、
か
つ
、
一
定
の
形

状
に
成
形
し
た
も
の 

三
・
四 

（
略
） 

 

（
指
定
容
器
包
装
利
用
事
業
者
の
業
種
） 

第
五
条 

法
第
七
条
の
四
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
業
種
は
、
各
種
商
品
小
売

業
、
織
物
・
衣
服
・
身
の
回
り
品
小
売
業
、
飲
食
料
品
小
売
業
、
自
動
車
部

分
品
・
附
属
品
小
売
業
、
家
具
・
じ
ゅ
う
器
・
機
械
器
具
小
売
業
、
医
薬
品
・

化
粧
品
小
売
業
、
書
籍
・
文
房
具
小
売
業
、
ス
ポ
ー
ツ
用
品
・
が
ん
具
・
娯

楽
用
品
・
楽
器
小
売
業
及
び
た
ば
こ
・
喫
煙
具
専
門
小
売
業
と
す
る
。 

 

（
容
器
包
装
多
量
利
用
事
業
者
の
要
件
） 

第
六
条 

法
第
七
条
の
六
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
に

お
い
て
用
い
た
容
器
包
装
の
量
が
五
十
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

（
容
器
包
装
多
量
利
用
事
業
者
に
対
す
る
命
令
に
際
し
意
見
を
聴
く
審
議
会

等
） 

第
七
条 

法
第
七
条
の
七
第
三
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
容
器
包
装
多
量
利
用
事
業
者
が
行
う
事
業
ご
と
に

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

   

（
報
告
の
徴
収
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 

主
務
大
臣
は
、
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
容
器
包
装
多
量
利
用
事

業
者
に
対
し
、
そ
の
事
業
の
状
況
に
つ
き
、
容
器
包
装
を
用
い
た
量
、
容
器

包
装
の
使
用
の
合
理
化
に
よ
り
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
を
促
進

す
る
た
め
に
取
り
組
ん
だ
措
置
の
実
施
の
状
況
そ
の
他
容
器
包
装
の
使
用

の
合
理
化
に
よ
る
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
の
促
進
の
状
況
に
関

す
る
事
項
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
権
限
の
委
任) 

第
十
二
条 

法
第
七
条
の
六
、
第
三
十
九
条
及
び
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
財
務

大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
国
税
庁
の
所
掌
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
定
容
器

利
用
事
業
者
、
特
定
容
器
製
造
等
事
業
者
又
は
特
定
包
装
利
用
事
業
者
の
事
務

所
、
工
場
、
事
業
場
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
国
税
局
長(

当
該
所
在

地
が
沖
縄
県
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
沖
縄
国
税
事
務
所
長)

又

は
税
務
署
長
に
委
任
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
権

限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

２ 

法
第
七
条
の
六
、
第
三
十
九
条
及
び
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大

臣
の
権
限
は
、
特
定
容
器
利
用
事
業
者
、
特
定
容
器
製
造
等
事
業
者
又
は
特
定

包
装
利
用
事
業
者
の
事
務
所
、
工
場
、
事
業
場
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
地
方
厚
生
局
長(

当
該
所
在
地
が
四
国
厚
生
支
局
の
管
轄
す
る
区
域
内
に
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
国
厚
生
支
局
長)

に
委
任
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

３ 

法
第
七
条
の
六
、
第
三
十
九
条
及
び
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大

臣
の
権
限
は
、
特
定
容
器
利
用
事
業
者
、
特
定
容
器
製
造
等
事
業
者
又
は
特
定

包
装
利
用
事
業
者
の
事
務
所
、
工
場
、
事
業
場
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
地
方
農
政
局
長
に
委
任
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
自

ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

４ 

法
第
七
条
の
六
、
第
三
十
九
条
及
び
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大

臣
の
権
限
は
、
特
定
容
器
利
用
事
業
者
、
特
定
容
器
製
造
等
事
業
者
又
は
特
定

包
装
利
用
事
業
者
の
事
務
所
、
工
場
、
事
業
場
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
経
済
産
業
局
長
に
委
任
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自

ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

５ 

（
略
） 

附 

則 

（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
百
六
十
五
号
） 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
政
令
は
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進

等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
六

号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

               

経
済
産
業
大
臣
の
所 

管
に
属
す
る
事
業 

農
林
水
産
大
臣
の
所 

管
に
属
す
る
事
業 

厚
生
労
働
大
臣
の
所 

管
に
属
す
る
事
業 

財
務
大
臣
の
所
管
に 

属
す
る
事
業 

産
業
構
造
審
議
会 

食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会 

薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会 

た
ば
こ
小
売
業
又
は
塩
小
売
業
に
あ
っ
て
は 

財
政
制
度
等
審
議
会
、
酒
類
小
売
業
に
あ
っ 

て
は
国
税
審
議
会 

参考資料３ 今回改正・制定された政令・省令・基本方針 
（傍線が改正部分） 
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○ 

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則 

 

（
平
成
七
年
大
蔵
省
、
厚
生
省
、
農
林
水
産
省
、

通
商
産
業
省
令
第
一
号
）（
抄
） 

 

（
特
定
容
器
） 

第
一
条  

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
商
品
の
容
器
と

す
る
。 

（
容
器
包
装
区
分
及
び
特
定
分
別
基
準
適
合
物
） 

第
四
条 

法
第
二
条
第
七
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
容
器
包
装
の
区
分
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
分
別
基
準
適
合
物

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
分

別
基
準
適
合
物
と
す
る
。 

一
〜
四 

（
略
） 

 

五 

別
表
第
一
の
七
の
項
に
掲
げ
る
商
品
の
容
器 

商
品
の
容
器
の
う
ち
、
主

と
し
て
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製
の
も
の
（
飲
料
、
し
ょ
う
ゆ
そ

の
他
主
務
大
臣
が
定
め
る
商
品
を
充
て
ん
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
に

係
る
分
別
基
準
適
合
物 

六 

（
略
） 

（
再
商
品
化
計
画
） 

第
七
条 

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
定
め
る
再
商
品
化

計
画
は
、
平
成
二
十
年
を
初
年
と
す
る
同
年
以
後
の
三
年
ご
と
の
各
年
の
四

月
を
始
期
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
特
定
容
器
利
用
事
業
者
の
排
出
見
込
量
の
算
定
） 

第
十
条 

法
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
当
該
年
度
に
お
け
る
容
器
包
装
廃

棄
物
と
し
て
排
出
さ
れ
る
見
込
量
は
、
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
量
か
ら

第
三
号
に
掲
げ
る
量
を
控
除
し
て
得
た
量
と
す
る
。 

一 

当
該
特
定
容
器
利
用
事
業
者
が
当
該
業
種
に
属
す
る
事
業
に
お
い
て
用

い
る
当
該
特
定
容
器
の
当
該
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
い
て
販
売
し
た
商

品
に
用
い
た
量
（
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
商
品
化
契
約
の
締
結
の
期

限
ま
で
に
当
該
量
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
、
第
十
五
条
（
第
十
八
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
認
定
の
申
請
の
期
限
ま
で
に

当
該
量
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
又
は
当
該
認
定
を
受
け
て
再
商
品
化
を

す
る
年
度
の
前
年
度
の
三
月
末
日
ま
で
に
当
該
量
が
確
定
し
て
い
な
い
場

合
に
は
、
当
該
年
度
の
前
々
事
業
年
度
に
お
い
て
販
売
し
た
商
品
に
用
い
た

当
該
特
定
容
器
の
量
） 

二 

前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

イ 

当
該
特
定
容
器
利
用
事
業
者
が
当
該
業
種
に
属
す
る
事
業
に
お
い
て

当
該
特
定
容
器
を
販
売
す
る
商
品
に
用
い
る
こ
と
を
開
始
す
る
年
度
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
初
年
度
」
と
い
う
。
）
又
は
終
了
す
る
年
度
の
場

合 

当
該
年
度
に
お
い
て
販
売
す
る
当
該
商
品
に
用
い
る
見
込
量 

ロ 

初
年
度
の
次
年
度
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
二
年
度
」
と
い
う
。

）
の
場
合
又
は
初
年
度
の
次
々
年
度
で
あ
っ
て
第
二
年
度
の
三
月
末
ま
で

に
第
二
年
度
に
販
売
し
た
商
品
に
用
い
た
量
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合

 

初
年
度
に
お
い
て
販
売
し
た
商
品
に
用
い
た
量
を
、
初
年
度
に
当
該
商

品
を
販
売
し
た
月
数
で
除
し
て
得
た
量
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
量 

三 

イ
に
掲
げ
る
量
と
ロ
に
掲
げ
る
量
と
を
合
算
し
て
得
た
量 

イ 

当
該
特
定
容
器
利
用
事
業
者
が
自
ら
回
収
し
、
又
は
他
の
者
に
委
託
し

て
回
収
す
る
当
該
特
定
容
器
の
量
と
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
算
定
さ
れ
る
量 

ロ 

容
器
包
装
廃
棄
物
と
し
て
排
出
さ
れ
な
い
当
該
特
定
容
器
の
量
と
し

て
主
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
量
（
イ
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
） 

２ 

当
該
特
定
容
器
利
用
事
業
者
が
前
項
の
量
を
算
定
で
き
な
い
場
合
は
、
別

表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
分
別
基
準
適
合
物
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
分

別
基
準
適
合
物
に
係
る
特
定
容
器
を
用
い
て
行
う
事
業
が
属
す
る
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
業
種
ご
と
に
、
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
量
か
ら

同
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
量
（
当
該
量
を
算
定
で
き
な
い
場
合
は
零
）
を
控

除
し
て
得
た
量
に
一
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
控
除
し
て
得
た
率

を
乗
じ
て
得
た
量
を
当
該
年
度
に
お
け
る
容
器
包
装
廃
棄
物
と
し
て
排
出

さ
れ
る
見
込
量
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

（
特
定
包
装
利
用
事
業
者
の
排
出
見
込
量
の
算
定
） 

第
十
一
条
の
三 

法
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
当
該
年
度
に
お
け
る
容
器
包

装
廃
棄
物
と
し
て
排
出
さ
れ
る
見
込
量
は
、
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
量

か
ら
第
三
号
に
掲
げ
る
量
を
控
除
し
て
得
た
量
と
す
る
。 

一 

当
該
特
定
包
装
利
用
事
業
者
が
そ
の
事
業
に
お
い
て
用
い
る
当
該
特
定

包
装
の
当
該
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
い
て
販
売
し
た
商
品
に
用
い
た
量

（
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
商
品
化
契
約
の
締
結
の
期
限
ま
で
に
当
該

量
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
、
第
十
五
条
（
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
認
定
の
申
請
の
期
限
ま
で
に
当
該
量
が
確
定

し
て
い
な
い
場
合
又
は
当
該
認
定
を
受
け
て
再
商
品
化
を
す
る
年
度
の
前

年
度
の
三
月
末
日
ま
で
に
当
該
量
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
年

度
の
前
々
事
業
年
度
に
お
い
て
販
売
し
た
商
品
に
用
い
た
当
該
特
定
包
装

の
量
） 

二 

前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

イ 

当
該
特
定
包
装
利
用
事
業
者
が
そ
の
事
業
に
お
い
て
当
該
特
定
包
装

を
販
売
す
る
商
品
に
用
い
る
こ
と
を
開
始
す
る
年
度
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
初
年
度
」
と
い
う
。
）
又
は
終
了
す
る
年
度
の
場
合 

当
該
年
度

に
お
い
て
販
売
す
る
当
該
商
品
に
用
い
る
見
込
量 

ロ 

初
年
度
の
次
年
度
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
二
年
度
」
と
い
う
。

）
の
場
合
又
は
初
年
度
の
次
々
年
度
で
あ
っ
て
第
二
年
度
の
三
月
末
日
ま

で
に
第
二
年
度
に
販
売
し
た
商
品
に
用
い
た
量
が
確
定
し
て
い
な
い
場

合 

初
年
度
に
お
い
て
販
売
し
た
商
品
に
用
い
た
量
を
、
初
年
度
に
当
該

商
品
を
販
売
し
た
月
数
で
除
し
て
得
た
量
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
量 

三 

イ
に
掲
げ
る
量
と
ロ
に
掲
げ
る
量
と
を
合
算
し
て
得
た
量 

イ 

当
該
特
定
包
装
利
用
事
業
者
が
自
ら
回
収
し
、
又
は
他
の
者
に
委
託
し

て
回
収
す
る
当
該
特
定
包
装
の
量
と
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
算
定
さ
れ
る
量 

ロ 

容
器
包
装
廃
棄
物
と
し
て
排
出
さ
れ
な
い
当
該
特
定
包
装
の
量
と
し

て
主
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
量
（
イ
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
） 

２ 

当
該
特
定
包
装
利
用
事
業
者
が
前
項
の
量
を
算
定
で
き
な
い
場
合
は
、
別

表
第
三
の
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
分
別
基
準
適
合
物
に
つ
い
て
、
前
項
第

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
量
か
ら
同
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
量
（
当
該
量

を
算
定
で
き
な
い
場
合
は
零
）
を
控
除
し
て
得
た
量
に
一
か
ら
同
表
の
下
欄
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に
掲
げ
る
率
を
控
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
量
を
当
該
年
度
に
お
け

る
容
器
包
装
廃
棄
物
と
し
て
排
出
さ
れ
る
見
込
量
と
み
な
す
こ
と
が
で
き

る
。 

（
自
主
回
収
の
認
定
に
係
る
報
告
） 

第
二
十
条
の
二 
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
毎
事
業
年
度
終

了
後
三
月
以
内
に
、
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
特
定
容
器
又
は
特
定
包
装

ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

認
定
に
係
る
特
定
容
器
若
し
く
は
特
定
包
装
を
用
い
た
量
又
は
認
定
に

係
る
特
定
容
器
を
販
売
し
た
量 

二 

認
定
に
係
る
特
定
容
器
又
は
特
定
包
装
を
自
ら
回
収
し
、
又
は
他
の
者

に
委
託
し
て
回
収
し
た
量 

（
帳
簿
） 

第
二
十
九
条 

特
定
容
器
利
用
事
業
者
及
び
特
定
容
器
製
造
等
事
業
者
（
別
表

第
一
の
三
、
六
、
七
又
は
八
の
項
に
掲
げ
る
特
定
容
器
を
用
い
、
又
は
製
造

等
を
す
る
者
（
主
務
大
臣
が
認
め
る
者
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
並
び
に
特

定
包
装
利
用
事
業
者
（
主
と
し
て
紙
製
の
特
定
包
装
（
主
と
し
て
段
ボ
ー
ル

製
の
も
の
を
除
く
。
）
又
は
主
と
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
特
定
包
装
を
用

い
る
者
（
主
務
大
臣
が
認
め
る
者
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
並
び
に
容
器
包

装
多
量
利
用
事
業
者
は
、
法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
帳
簿
を
一
年
ご
と
に

閉
鎖
し
、
閉
鎖
後
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
十
条 

法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
特
定
分

別
基
準
適
合
物
ご
と
に
、
別
表
第
五
の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
容
器
包
装
多
量
利
用
事
業
者
に

あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
前
年
度
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。 

一 

容
器
包
装
を
用
い
た
量 

二 

法
第
七
条
の
四
に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
に
基
づ
き

実
施
し
た
取
組
そ
の
他
の
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
の
た
め
に
実
施
し

た
取
組
及
び
そ
の
効
果 

三 

売
上
高
、
店
舗
面
積
そ
の
他
の
当
該
容
器
包
装
を
用
い
た
量
と
密
接
な
関

係
を
も
つ
値 

四 

容
器
包
装
の
使
用
原
単
位
（
第
一
号
に
掲
げ
る
量
を
前
号
に
掲
げ
る
値
で

除
し
て
得
た
値
を
い
う
。
） 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
に
よ
り

容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
を
促
進
す
る
た
め
に
取
り
組
ん
だ
措

置
の
実
施
の
状
況
そ
の
他
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
に
よ
る
容
器
包

装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
の
促
進
の
状
況
に
関
す
る
事
項 

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
） 

  
 

附 

則  

（
平
成
十
八
年
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
経
済

産
業
省
、
環
境
省
令
第
三
号
） 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進

等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
六

号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
二
十
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定 

公
布
の
日 

二 

第
四
条
第
五
号
及
び
別
表
第
一
の
七
の
項
の
改
正
規
定 

平
成
二
十
年

四
月
一
日 

    
 

 

○ 

容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収
集
に
関
す
る
省
令 

（
平
成
七
年
厚
生
省
令
第
六
十
一
号
）（
抄
） 

 

（
分
別
基
準
） 

第
二
条 

法
第
二
条
第
六
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
市
町
村
が
法
第
八
条
に
規
定
す
る
市
町
村
分
別
収
集
計
画
に
基

づ
き
容
器
包
装
廃
棄
物
に
つ
い
て
分
別
収
集
を
し
て
得
ら
れ
た
物
ご
と
に

当
該
物
に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
市
町
村
分
別
収
集
計
画
） 

第
三
条 

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
定
め
る
市
町
村
分
別
収

集
計
画
は
、
平
成
二
十
年
を
初
年
と
す
る
同
年
以
後
の
三
年
ご
と
の
各
年
の
四

月
を
始
期
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

   

八
・
九 

七 一
〜
六 

（
略
） 

商
品
の
容
器
の
う
ち
、
主
と
し
て
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ

タ
レ
ー
ト
製
の
も
の
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、

飲
料
、
し
ょ
う
ゆ
そ
の
他
主
務
大
臣
が
定
め
る
商
品
を
充

て
ん
す
る
た
め
の
も
の 

（
一
）
・
（
二
） 

（
略
） 

（
略
） 

八 七 
 

一
〜
六

主
と
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク 

製
の
容
器
包
装
（
飲
料
、 

し
ょ
う
ゆ
そ
の
他
環
境
大 

臣
が
定
め
る
商
品
を
充
て 

ん
す
る
た
め
の
ポ
リ
エ
チ 

レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製 

の
容
器
を
除
く
。
）
に
係 

主
と
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク 

製
の
容
器
包
装
で
あ
っ
て
、

飲
料
、
し
ょ
う
ゆ
そ
の
他 

環
境
大
臣
が
定
め
る
商
品 

を
充
て
ん
す
る
た
め
の
ポ 

リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ 

ー
ト
製
の
容
器
に
係
る
物 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

飲
料
、
し
ょ
う
ゆ 

そ
の
他
環
境
大
臣
が
定 

め
る
商
品
を
充
て
ん
す 

る
た
め
の
ポ
リ
エ
チ
レ 

ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製 

の
容
器
が
混
入
し
て
い 

（
略
） 

（
略
） 
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（
都
道
府
県
分
別
収
集
促
進
計
画
） 

第
四
条 

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府
県

分
別
収
集
促
進
計
画
は
、
平
成
二
十
年
を
初
年
と
す
る
同
年
以
後
の
三
年
ご

と
の
各
年
の
四
月
を
始
期
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 
（
平
成
十
八
年
環
境
省
令
第
三
十
五
号
） 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
二
条
の
表
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                         

○ 

特
定
容
器
製
造
等
事
業
者
に
係
る
特
定
分
別
基
準
適
合

物
の
再
商
品
化
に
関
す
る
省
令 

 

（
平
成
八
年
厚
生
省
、
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）（
抄
） 

 

（
特
定
容
器
製
造
等
事
業
者
の
排
出
見
込
量
の
算
定
） 

第
二
条 

法
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
当
該
年
度
に
お
け
る
容
器
包
装
廃

棄
物
と
し
て
排
出
さ
れ
る
見
込
量
は
、
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
量
か
ら

第
三
号
に
掲
げ
る
量
を
控
除
し
て
得
た
量
と
す
る
。 

一 

当
該
特
定
容
器
製
造
等
事
業
者
が
当
該
業
種
に
属
す
る
事
業
に
お
い
て

用
い
ら
れ
る
当
該
特
定
容
器
の
当
該
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
い
て
販
売

し
た
量
（
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
商
品
化
契
約
の
締
結
の
期
限
ま
で

に
当
該
量
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再

商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
／
大
蔵
省
／
厚
生

省
／
農
林
水
産
省
／
通
商
産
業
省
／
令
第
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。

）
第
十
五
条
（
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

る
認
定
の
申
請
の
期
限
ま
で
に
当
該
量
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
又
は
当

該
認
定
を
受
け
て
再
商
品
化
を
す
る
年
度
の
前
年
度
の
三
月
末
日
ま
で
に

当
該
量
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
年
度
の
前
々
事
業
年
度
に
お

い
て
販
売
し
た
量
） 

二 
前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

イ 

当
該
特
定
容
器
製
造
等
事
業
者
が
当
該
業
種
に
属
す
る
事
業
に
お
い

て
用
い
ら
れ
る
当
該
特
定
容
器
を
販
売
す
る
こ
と
を
開
始
す
る
年
度
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
初
年
度
」
と
い
う
。
）
又
は
終
了
す
る
年
度
の
場

合 

当
該
年
度
に
お
い
て
販
売
さ
れ
る
見
込
量 

ロ 

初
年
度
の
次
年
度
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
第
二
年
度
」
と
い
う
。

）
の
場
合
又
は
初
年
度
の
次
々
年
度
で
あ
っ
て
第
二
年
度
の
三
月
末
日
ま

で
に
第
二
年
度
に
販
売
し
た
量
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合 

初
年
度
に

お
い
て
販
売
し
た
特
定
容
器
の
量
を
、
初
年
度
に
当
該
特
定
容
器
を
販
売

し
た
月
数
で
除
し
て
得
た
量
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
量 

三 

イ
に
掲
げ
る
量
と
ロ
に
掲
げ
る
量
と
を
合
算
し
て
得
た
量 

イ 

当
該
特
定
容
器
製
造
等
事
業
者
が
自
ら
回
収
し
、
又
は
他
の
者
に
委
託

し
て
回
収
す
る
当
該
特
定
容
器
の
量
と
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
量 

ロ 

容
器
包
装
廃
棄
物
と
し
て
排
出
さ
れ
な
い
当
該
特
定
容
器
の
量
と
し

て
主
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
量
（
イ
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
） 

２ 

当
該
特
定
容
器
製
造
等
事
業
者
が
前
項
の
量
を
算
定
で
き
な
い
場
合
は
、

別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
分
別
基
準
適
合
物
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
分
別

基
準
適
合
物
に
係
る
特
定
容
器
の
用
い
ら
れ
る
事
業
が
属
す
る
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
業
種
ご
と
に
、
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
量
か
ら
同

項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
量
（
当
該
量
を
算
定
で
き
な
い
場
合
は
零
）
を
控
除

し
て
得
た
量
に
一
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
控
除
し
て
得
た
率
を

乗
じ
て
得
た
量
を
除
し
て
得
た
率
容
器
包
装
廃
棄
物
と
し
て
当
該
年
度
に

お
い
て
排
出
さ
れ
る
見
込
量
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則 

（
平
成
十
八
年
経
済
産
業
省
、
環
境
省
令
第
十
号
） 

  

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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○ 

小
売
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
の
容
器
包
装
の
使
用

の
合
理
化
に
よ
る
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
の

促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め

る
省
令 

（
平
成
十
八
年
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、 

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
令
第
一
号
） 

  

（
目
標
の
設
定
） 

第
一
条 

そ
の
事
業
に
お
い
て
容
器
包
装
を
用
い
る
事
業
者
で
あ
っ
て
、
小
売
業

（
各
種
商
品
小
売
業
、
織
物
・
衣
服
・
身
の
回
り
品
小
売
業
、
飲
食
料
品
小
売

業
、
自
動
車
部
分
品
・
附
属
品
小
売
業
、
家
具
・
じ
ゅ
う
器
・
機
械
器
具
小
売

業
、
医
薬
品
・
化
粧
品
小
売
業
、
書
籍
・
文
房
具
小
売
業
、
ス
ポ
ー
ツ
用
品
・

が
ん
具
・
娯
楽
用
品
・
楽
器
小
売
業
及
び
た
ば
こ
・
喫
煙
具
専
門
小
売
業
に
限

る
。
）
に
属
す
る
事
業
を
行
う
も
の
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
容

器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
を
図
る
た
め
、
当
該
事
業
に
お
い
て
用
い
る
容
器
包

装
の
使
用
原
単
位
（
容
器
包
装
を
用
い
る
量
を
、
売
上
高
、
店
舗
面
積
そ
の
他

の
当
該
容
器
包
装
を
用
い
る
量
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
値
で
除
し
て
得
た
値

を
い
う
。
）
の
低
減
に
関
す
る
目
標
を
定
め
、
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
取
組

を
計
画
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
） 

第
二
条 

事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
取
組
そ
の
他
の
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化

の
た
め
の
取
組
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
を
相

当
程
度
促
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

商
品
の
販
売
に
際
し
て
は
、
消
費
者
に
そ
の
用
い
る
容
器
包
装
を
有
償

で
提
供
す
る
こ
と
、
消
費
者
が
商
品
を
購
入
す
る
際
に
そ
の
用
い
る
容
器

包
装
を
使
用
し
な
い
よ
う
に
誘
引
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
景
品
等
を

提
供
す
る
こ
と
、
自
ら
買
物
袋
等
を
持
参
し
な
い
消
費
者
に
対
し
繰
り
返

し
使
用
が
可
能
な
買
物
袋
等
を
提
供
す
る
こ
と
、
そ
の
用
い
る
容
器
包
装

の
使
用
に
つ
い
て
消
費
者
の
意
思
を
確
認
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を

講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
者
に
よ
る
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制

を
促
進
す
る
こ
と
。 

二 

薄
肉
化
又
は
軽
量
化
さ
れ
た
容
器
包
装
を
用
い
る
こ
と
、
商
品
に
応
じ

て
適
切
な
寸
法
の
容
器
包
装
を
用
い
る
こ
と
、
商
品
の
量
り
売
り
を
行
う

こ
と
、
簡
易
包
装
化
を
推
進
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に

よ
り
、
自
ら
の
容
器
包
装
の
過
剰
な
使
用
を
抑
制
す
る
こ
と
。 

（
情
報
の
提
供
） 

第
三
条 

事
業
者
は
、
店
頭
に
お
い
て
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
の
促
進

に
資
す
る
事
項
を
掲
示
す
る
こ
と
、
事
業
者
自
ら
が
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理

化
の
た
め
に
実
施
す
る
取
組
の
内
容
を
記
載
し
た
冊
子
等
を
配
布
す
る
こ
と
、

そ
の
用
い
る
容
器
包
装
に
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
の
重
要
性
に
つ

い
て
の
表
示
を
付
す
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
者
に

よ
る
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
を
促
進
す
る
た
め
の
情
報
を
提
供
す

る
も
の
と
す
る
。 

 

（
体
制
の
整
備
等
） 

第
四
条 

事
業
者
は
、
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
を
図
る
た
め
、
容
器
包
装
の

使
用
の
合
理
化
の
た
め
の
取
組
に
関
す
る
責
任
者
を
設
置
す
る
等
必
要
な
体

制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
容
器
包
装
の
使
用
の
合

理
化
の
た
め
の
取
組
に
関
す
る
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。 

 

（
安
全
性
等
の
配
慮
） 

第
五
条 

事
業
者
は
、
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
す
る
取
組
に
よ
り
容
器
包

装
の
使
用
の
合
理
化
を
図
る
際
に
は
、
そ
の
用
い
る
容
器
包
装
に
関
し
、
そ
の

安
全
性
、
機
能
性
そ
の
他
の
必
要
な
事
情
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
の
実
施
状
況
等
の
把
握
） 

第
六
条 

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
に
お
い
て
容
器
包
装
を
用
い
た
量
並
び
に
容
器

包
装
の
使
用
の
合
理
化
の
た
め
に
実
施
し
た
取
組
及
び
そ
の
効
果
を
適
切
に

把
握
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
関
係
者
と
の
連
携
） 

第
七
条 

事
業
者
は
、
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
の
た
め
の
取
組
を
効
果
的
に

行
う
た
め
、
国
、
関
係
地
方
公
共
団
体
、
消
費
者
、
関
係
団
体
及
び
関
係
事
業

者
と
の
連
携
を
図
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
施

行
の
日
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 ○ 

小
売
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
容
器
包
装
多
量
利
用
事

業
者
の
定
期
の
報
告
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
省
令 

（
平
成
十
八
年
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、 

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
令
第
二
号
） 

（
定
期
の
報
告
） 

第
一
条 

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
六
の

規
定
に
よ
る
報
告
は
、
毎
年
度
六
月
末
日
ま
で
に
、
別
記
様
式
に
よ
る
報
告
書

を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
条 

法
第
七
条
の
六
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
年
度
に
お
け
る
次

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

容
器
包
装
を
用
い
た
量 

二 

法
第
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
に

基
づ
き
実
施
し
た
取
組
そ
の
他
の
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
の
た
め
に

実
施
し
た
取
組
及
び
そ
の
効
果 

三 

売
上
高
、
店
舗
面
積
そ
の
他
の
当
該
容
器
包
装
を
用
い
た
量
と
密
接
な
関

係
を
も
つ
値 

四 

容
器
包
装
の
使
用
原
単
位
（
第
一
号
に
掲
げ
る
量
を
前
号
に
掲
げ
る
値
で

除
し
て
得
た
値
を
い
う
。
） 

 
 
 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
施
行
の

日
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

（※ 新規制定のため下線は付さない） 
5



別記様式（第７条の６関係） 

※受理年月日  

定 期 報 告 書 

                        殿 

                                              年    月    日 

                                    住 所 

                                    氏 名                       印 

  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第７条の６の規定に基づ

き、次のとおり報告します。 

事業者名 
 

 

事業者の代表者

の氏名 

 

 

事業者の所在地

 

 

電話（         －         －         ） 

業種 
 

作成責任者名 
 

 

第 1 表 容器包装を用いた量 

素材区分 重量[kg] 

主としてプラスチック製の容器包装 ① 

（参考） うち、主としてプラスチック製の袋  

主として紙製の容器包装（主として 

段ボール製の容器包装を除く。以下同じ。） 

① 

（参考） うち、主として紙製の袋  

主として段ボール製の容器包装 ① 

その他の容器包装 ① 

合計  

対前年度比（％）   

第 2 表 当該容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値（いずれかに記入） 

                         年度 対前年度比（％）

売上高[円] ② 
 

 

店舗面積[m2] ② 
 

 

その他の当該容器包装を用いた量と 

密接な関係をもつ値 

[     ] 

② 
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第 3表 容器包装の使用原単位（①を②で除して得た値） 

 年度 対前年度比（％）

主としてプラスチッ

ク製の容器包装 

 

 
 

容器包装を用いた量(①) 

主として紙製の 

容器包装 

 

 
 

主として段ボール

製の容器包装 

 

 
 

原単位= 
当該容器包装を用いた量と

密接な関係をもつ値(②) 

その他の 

容器包装 
  

第 4表  素材毎の容器包装の使用原単位の算出方法の設定に係る説明、及び容器包装の

使用原単位の設定方法を変更した理由 

 

 

 

 

第 5 表 過去５年度間の容器包装の使用原単位の変化状況 

 

年度 年度 年度 年度 年度 

５年度間平均 

原単位変化 

原単位 
 

 

     
主として 

プラスチック製

の容器包装 
対前年度

比（％） 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ  

 

原単位 
 

 

     

主として紙製

の容器包装 対前年度

比（％） 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ  

 

原単位 
 

 

     
主として 

段ボール製の

容器包装 
対前年度

比（％） 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ  

 

原単位 
 

 

     

その他の 

容器包装 対前年度

比（％） 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ  

 

第 6 表 過去５年間で容器包装の使用原単位が改善できなかった場合（イ）、又は容器包装

の使用原単位が前年度に比べ改善できなかった場合（ロ）、その理由 

（イ）の理由 
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（ロ）の理由 

 

 

 

 

第 7 表 判断の基準となるべき事項に基づき実施した取組 

対象項目 具体的内容 

目標の設定 

（具体的内容） 

□ 容器包装の有償による提供 

□ 景品等の提供 

□ 繰り返し使用が可能な買物袋等の提供 

□ 容器包装の使用についての消費者の意思の確認 

□ その他 

消費者による容器

包装廃棄物の排出

の抑制を促進する

こと 
（具体的内容） 

 

□ 薄肉化又は軽量化された容器包装の使用 

□ 適切な寸法の容器包装の使用 

□ 商品の量り売り 

□ 簡易包装化の推進 

□ その他 

容器包装の 

使用の合理化 

自らの容器包装の

過剰な使用を抑制

すること （具体的内容） 

 

□ 店頭における掲示 

□ 自らの取組の内容を記載した冊子等の配布 

□ 容器包装への表示 

□ その他 
情報の提供 （具体的内容） 
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体制の整備等 

（具体的内容） 

安全性等の配慮 

（具体的内容） 

容器包装の使用の 

合理化の実施状況 

等の把握 

（具体的内容） 

関係者との連携 

（具体的内容） 

第 8 表 その他の容器包装の使用の合理化のために実施した取組 

 

                                措 置 の 概 要 

 

 

 

 

 

[備考] 

１  用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２  文字は、かい書でインキ、タイプによる活字等により明確に記入すること。 

３  報告書冒頭の※印を付した欄は記入しないこと。 

４  「業種」の欄には、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、

自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、

書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具

専門小売業のうち、該当するものを記入すること。 

５  「作成責任者名」の欄には、本報告書の作成を担当した者の所属部署及び氏名を記入

すること。 

６  第１表において、「主としてプラスチック製の容器包装」及び「主として紙製の容器包装

（主として段ボール製の容器包装を除く。以下同じ。）」とはそれぞれ、容器包装に係る分

別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第４条第６号及び第４号に規定す

る容器包装の区分に従うものとする。また、同表の「うち、主としてプラスチック製の袋」

及び「うち、主として紙製の袋」の欄は、任意記入とする。 

７  第 2 表においては、容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値として同表中に掲げる
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「売上高」、「店舗面積」又は「その他の当該容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値」

のいずれかについて数値を記入すること。第 3 表の容器包装の使用原単位の算出に当

たってどの値を用いるかは原則として事業者自らが選ぶものとする。 

８  素材区分毎の容器包装の使用原単位の算出方法の設定については、第 4 表に説明を

記入すること。また算出方法の設定を変更した場合は、以下のいずれかとし、同表に理

由を示すこと。 

(1) 前年度の容器包装の使用原単位も今年度と同じ方法で算出して対前年度比を求め
る。 

(2) 今年度の容器包装の使用原単位を前年度と同じ方法でも算出し、今年度の容器包
装の使用原単位の下に括弧書きで示し、対前年度比は括弧内の数値と前年度の数

値の比として求める。 

９  第5表において容器包装の使用原単位の設定方法を変更した場合は、以下のいずれか

とする。 

(1) 過去の容器包装の使用原単位も今年度と同じ方法で算出して対前年度比を求め
る。 

(2) 算出方法を変更する毎に記入する行を改行して記入する。変更した年度の容器包
装の使用原単位を前年度と同じ方法でも算出し、その年度の容器包装の使用原単

位の上（以前の算出方法での容器包装の使用原単位を記入した行の右端）に括弧

書きで示し、対前年度比は括弧内の数値と前年度の数値の比として求める。 

１０  第 5 表の「５年度間平均原単位変化」の欄には、過去５年度間の対前年度比をそれぞれ

乗じた値の４乗根となる値を記入すること。算出方法は、以下のとおり。 

５年度間平均原単位変化（％）＝（Ａ×Ｂ×Ｃ×Ｄ）1/4（％） 

１１  第 6表において、（ロ）の理由が（イ）と同じ場合には「（イ）と同じ」と記入してもよい。 

１２  第7表において選択項目がある欄については、該当するものに ∨ 印又は■印を付し、

それぞれの具体的内容及びその効果を記入すること。 

１３ フランチャイズチェーンの事業を行う者のように、当該事業に加盟する者の容器包装を

用いた量を把握し、加盟する者と連携して取組を行っている場合にあっては、各表に記

入するほか、第７表の「関係者との連携」の欄に、当該事業全体における容器包装を用

いた量の合計並びに容器包装の使用の合理化のために実施した取組及びその効果を

記入すること。 
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○ 

容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
並
び
に
そ
の
分
別
収

集
及
び
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関

す
る
基
本
方
針 

 
 
 

（
平
成
十
八
年
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、 

経
済
産
業
省
、
環
境
省
告
示
第
十
号
） 

 

近
年
の
経
済
発
展
に
伴
う
生
産
、
消
費
の
拡
大
、
生
活
様
式
の
多
様
化
、
消
費

者
意
識
の
変
化
等
を
背
景
に
、
一
般
廃
棄
物
の
排
出
量
は
高
水
準
で
推
移
し
、
そ

の
質
も
多
様
化
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
土
地
利
用
の
高
度
化
、
住
民
の
環
境

へ
の
意
識
の
高
ま
り
等
を
背
景
と
し
て
廃
棄
物
の
処
理
施
設
の
確
保
は
こ
れ
ま

で
に
も
増
し
て
困
難
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
お
り
、
最
終
処
分
場
が
ひ
っ
迫
す
る

な
ど
一
般
廃
棄
物
の
処
理
を
取
り
巻
く
状
況
は
深
刻
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

ま
た
、
主
要
な
資
源
の
大
部
分
を
輸
入
に
依
存
し
て
い
る
我
が
国
に
と
っ
て

は
、
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
か
ら
得
ら
れ
た
物
を
資
源
と
し
て
有
効
に
利
用
し
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
我
が
国
で
収
集
さ
れ
た
使
用
済
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
等
が
、
海
外
へ
輸
出
さ
れ
て
お
り
、
我
が
国
に
お
け
る
再
商
品
化
の
安
定

的
な
実
施
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
我
が
国
に
お
け
る
快
適
な
生
活
環
境
と
健
全
な
経

済
発
展
を
長
期
的
に
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
消
費
者
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や

事
業
者
の
事
業
活
動
の
持
続
可
能
な
形
態
へ
の
転
換
を
加
速
し
、
関
係
者
の
適
切

な
役
割
分
担
と
相
互
の
密
接
な
連
携
協
力
の
下
、
一
般
廃
棄
物
の
減
量
と
再
生
資

源
と
し
て
の
十
分
な
利
用
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
我
が
国

に
お
い
て
は
、
循
環
型
社
会
の
構
築
の
た
め
の
国
際
的
な
取
組
の
推
進
に
主
導
的

な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
一
般
廃
棄
物
の
中
で
大
き
な
割
合
を
占
め
、
技
術
的

に
そ
の
再
生
資
源
と
し
て
の
利
用
が
可
能
な
容
器
包
装
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
関
係

者
の
適
切
な
役
割
分
担
と
相
互
の
密
接
な
連
携
協
力
の
下
、
循
環
型
社
会
形
成
推

進
基
本
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
循
環
基
本
法
」
と
い
う
。
）

に
規
定
す
る
基
本
原
則
に
基
づ
き
、
そ
の
発
生
抑
制
や
容
器
包
装
の
再
使
用
に
よ

る
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
を
促
進
し
、
容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収
集

及
び
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
等
の
促
進
を
、
そ
れ
ら
の
効
率
化
に
よ
る
費

用
の
抑
制
に
も
配
慮
し
つ
つ
図
る
こ
と
に
よ
り
、
容
器
包
装
廃
棄
物
の
減
量
、
再

生
資
源
と
し
て
の
利
用
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。 

こ
の
基
本
方
針
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
下
に
、
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の

抑
制
並
び
に
そ
の
分
別
収
集
及
び
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
等
を
総
合
的

か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。 

一 

容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
並
び
に
そ
の
分
別
収
集
及
び
分
別
基
準

適
合
物
の
再
商
品
化
の
促
進
等
の
基
本
的
方
向 

廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
及
び
資
源
の
有
効
な
利
用
の
確
保
を
図
る
た
め
に

は
、
容
器
包
装
に
つ
い
て
、
製
品
の
開
発
・
製
造
か
ら
消
費
、
廃
棄
等
に
至
る

各
段
階
に
お
い
て
、
廃
棄
物
の
発
生
の
抑
制
、
使
用
済
製
品
の
再
使
用
、
原
材

料
と
し
て
利
用
す
る
リ
サ
イ
ク
ル
の
促
進
と
い
う
観
点
を
持
っ
た
、
環
境
と
経

済
の
統
合
に
よ
る
持
続
可
能
な
発
展
を
目
指
し
た
循
環
型
社
会
を
構
築
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。 

す
な
わ
ち
、
循
環
基
本
法
に
規
定
す
る
基
本
原
則
に
基
づ
き
、
容
器
包
装
廃

棄
物
の
排
出
を
抑
制
す
る
と
と
も
に
積
極
的
に
分
別
収
集
と
再
商
品
化
を
促
進

し
、
さ
ら
に
、
再
商
品
化
を
し
て
得
ら
れ
た
物
に
つ
い
て
そ
の
積
極
的
な
利
用

に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
取
組
を
一
層
効
率
的
に
推

進
す
る
こ
と
で
当
該
取
組
に
要
す
る
費
用
を
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
と
と
も

に
、
関
係
す
る
国
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
、
消
費
者
、
関
係
団
体
等
の
す

べ
て
の
関
係
主
体
が
相
互
に
連
携
協
力
す
る
こ
と
で
、
全
体
の
調
和
を
図
り
な

が
ら
こ
れ
ら
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

二 

容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
を
促
進
す
る
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事

項 

容
器
包
装
廃
棄
物
は
、
一
般
廃
棄
物
の
中
で
大
き
な
割
合
を
占
め
て
お
り
、

そ
の
減
量
が
重
要
で
あ
る
。
容
器
包
装
廃
棄
物
の
減
量
対
策
に
当
た
っ
て
は
、

ま
ず
、
で
き
る
限
り
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
を
抑
制
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
こ
の
た
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
事
業
者
に
あ
っ
て
は
容
器
包
装
廃

棄
物
の
排
出
の
抑
制
を
促
進
す
る
た
め
、
ま
た
、
消
費
者
に
あ
っ
て
は
容
器
包

装
廃
棄
物
の
排
出
を
抑
制
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
密
接
な
連
携
協
力

を
図
り
つ
つ
積
極
的
な
取
組
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

１ 

消
費
者
の
取
組 

消
費
者
は
、
商
品
の
購
入
等
に
当
た
っ
て
は
、
自
ら
繰
り
返
し
使
用
が
可

能
な
買
物
袋
等
を
持
参
す
る
等
に
よ
り
容
器
包
装
の
使
用
を
辞
退
す
る
こ

と
、
薄
肉
化
又
は
軽
量
化
さ
れ
た
容
器
包
装
を
用
い
て
い
る
商
品
、
簡
易
包

装
化
が
な
さ
れ
て
い
る
商
品
、
詰
め
替
え
可
能
な
商
品
及
び
繰
り
返
し
使
用

が
可
能
な
容
器
（
以
下
「
リ
タ
ー
ナ
ブ
ル
容
器
」
と
い
う
。)

を
用
い
て
い
る

商
品
等
を
選
択
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
で
き
る
限
り
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排

出
の
抑
制
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

ま
た
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
関
係
団
体
等
に
よ
る
容
器
包
装
廃
棄
物
の

排
出
の
抑
制
に
関
す
る
普
及
啓
発
や
公
共
施
設
に
お
け
る
リ
タ
ー
ナ
ブ
ル

容
器
の
使
用
促
進
等
の
取
組
に
積
極
的
に
参
加
、
協
力
す
る
こ
と
に
よ
り
容

器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
に
関
し
て
正
し
い
知
識
を
得
、
意
識
の
向
上

を
図
る
と
と
も
に
、
公
表
さ
れ
た
市
町
村
分
別
収
集
計
画
に
規
定
さ
れ
る
地

域
に
お
け
る
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
を
促
進
す
る
た
め
の
方
策

が
効
果
を
生
ず
る
よ
う
必
要
な
協
力
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

２ 

国
の
取
組 

国
は
、
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
状
況
に
関
す
る
調
査
を
行
う
と
と
も

に
、
容
器
包
装
廃
棄
物
排
出
抑
制
推
進
員
を
通
じ
た
消
費
者
等
に
対
す
る
普

及
啓
発
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。 

ま
た
、
簡
易
包
装
や
リ
タ
ー
ナ
ブ
ル
容
器
の
使
用
等
容
器
包
装
廃
棄
物
の

排
出
の
抑
制
に
つ
い
て
、
そ
の
促
進
に
必
要
な
方
策
等
に
関
す
る
調
査
研
究

を
行
う
と
と
も
に
、
先
進
的
取
組
の
積
極
的
な
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
と
す

る
。 こ

の
ほ
か
、
国
は
、
自
ら
率
先
し
て
、
過
剰
に
包
装
さ
れ
た
商
品
の
購
入

を
極
力
避
け
、
詰
め
替
え
可
能
な
商
品
や
リ
タ
ー
ナ
ブ
ル
容
器
を
用
い
て
い

る
商
品
の
積
極
的
な
購
入
や
利
用
等
を
図
る
こ
と
と
す
る
。 

３ 

地
方
公
共
団
体
の
取
組 

地
方
公
共
団
体
は
、
国
の
施
策
に
準
じ
て
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑

制
を
促
進
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
ま
た
、
市
町
村
に
お
い
て
は
、
地
域
に
お
け
る
容
器
包
装
廃
棄
物
の

排
出
の
抑
制
を
促
進
す
る
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項
を
市
町
村
分
別
収

集
計
画
に
定
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と
と
す
る
。 

４ 

事
業
者
の
取
組 

事
業
者
は
、
で
き
る
限
り
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
を
図
る
た
め

に
、
事
業
活
動
に
係
る
商
品
の
購
入
、
利
用
等
に
当
た
っ
て
は
、
薄
肉
化
又

は
軽
量
化
さ
れ
た
容
器
包
装
を
用
い
て
い
る
商
品
、
簡
易
包
装
化
が
な
さ
れ

て
い
る
商
品
、
詰
め
替
え
可
能
な
商
品
、
リ
タ
ー
ナ
ブ
ル
容
器
を
用
い
て
い
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る
商
品
等
を
選
択
し
、
消
費
者
の
排
出
の
抑
制
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
。 

ま
た
、
容
器
包
装
の
利
用
、
製
造
等
に
当
た
っ
て
は
、
過
剰
な
容
器
包
装

の
使
用
抑
制
、
量
り
売
り
等
の
推
進
に
よ
り
容
器
包
装
廃
棄
物
の
発
生
の
抑

制
に
努
め
る
と
と
も
に
、
容
器
包
装
の
規
格
化
や
材
料
、
構
造
面
に
お
け
る

工
夫
を
行
い
、
リ
タ
ー
ナ
ブ
ル
容
器
を
用
い
る
こ
と
、
内
容
物
の
詰
め
替
え

方
式
を
採
用
す
る
こ
と
等
に
よ
り
容
器
包
装
廃
棄
物
の
減
量
に
積
極
的
に

努
め
る
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
容
器
包
装
廃
棄
物
の
リ
サ
イ
ク
ル
に

伴
う
コ
ス
ト
を
正
確
に
認
識
し
、
薄
肉
化
、
軽
量
化
、
簡
易
包
装
化
、
空
間

容
積
率
の
縮
小
、
詰
め
替
え
可
能
な
商
品
の
製
造
、
必
要
に
応
じ
洗
剤
等
に

つ
い
て
内
容
物
自
体
の
濃
縮
化
等
に
よ
り
、
容
器
包
装
の
役
割
を
損
な
わ
な

い
範
囲
で
、
最
も
効
率
的
な
容
器
包
装
と
す
る
と
と
も
に
、
消
費
者
の
商
品

選
択
に
資
す
る
こ
れ
ら
の
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
る
。 

特
に
、
容
器
包
装
の
使
用
量
が
多
く
、
か
つ
、
代
替
手
段
の
活
用
等
に
よ

る
容
器
包
装
の
使
用
削
減
の
余
地
が
大
き
い
小
売
業
に
属
す
る
事
業
を
行

う
者
は
、
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
に
よ
り
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の

抑
制
を
促
進
す
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
取
組
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

（
１
） 

容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
を
図
る
た
め
の
目
標
を
定
め
、
こ
れ

を
達
成
す
る
た
め
の
取
組
を
計
画
的
に
行
う
こ
と
。 

（
２
） 

次
の
よ
う
な
取
組
に
よ
り
、
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
を

相
当
程
度
促
進
す
る
こ
と
。 

① 

容
器
包
装
の
有
償
に
よ
る
提
供
、
容
器
包
装
を
使
用
し
な
い
よ
う

に
誘
引
す
る
た
め
の
景
品
等
の
提
供
、
繰
り
返
し
使
用
が
可
能
な
買

物
袋
等
の
提
供
、
容
器
包
装
の
使
用
に
つ
い
て
の
意
思
の
確
認
等
の

措
置
に
よ
り
、
消
費
者
に
よ
る
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
を

促
進
す
る
こ
と
。 

② 

薄
肉
化
又
は
軽
量
化
さ
れ
た
容
器
包
装
の
使
用
、
適
切
な
寸
法
の

容
器
包
装
の
使
用
、
商
品
の
量
り
売
り
の
実
施
、
簡
易
包
装
化
の
推

進
等
の
措
置
に
よ
り
、
自
ら
の
容
器
包
装
の
過
剰
な
使
用
を
抑
制
す

る
こ
と
。 

（
３
） 

店
頭
に
お
い
て
掲
示
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
消
費
者
に
よ
る
容

器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
を
促
進
す
る
た
め
の
情
報
を
提
供
す

る
こ
と
。 

（
４
） 

責
任
者
の
設
置
等
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
従
業

者
に
対
す
る
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

（
５
） 

容
器
包
装
の
安
全
性
、
機
能
性
等
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

（
６
） 

そ
の
事
業
に
お
い
て
容
器
包
装
を
用
い
た
量
並
び
に
容
器
包
装
の

使
用
の
合
理
化
に
関
し
実
施
し
た
取
組
及
び
そ
の
効
果
を
適
切
に
把

握
す
る
こ
と
。 

（
７
） 

国
、
関
係
地
方
公
共
団
体
、
消
費
者
、
関
係
団
体
及
び
関
係
事
業

者
と
の
連
携
協
力
を
図
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。 

５ 

各
主
体
の
連
携
協
力
に
よ
る
取
組
の
進
展 

容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
に
当
た
っ
て
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、

事
業
者
、
消
費
者
、
関
係
団
体
等
の
す
べ
て
の
関
係
主
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
で
積
極
的
な
取
組
を
果
た
す
と
と
も
に
、
相
互
に
密
接
な
連
携
協
力
の
下

で
、
取
組
の
環
を
家
庭
、
学
校
、
地
域
社
会
等
に
広
げ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、

容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
の
一
層
の
進
展
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。 

三 

容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収
集
に
積
極
的
に
取
り
組
む
べ
き
地
域
に
関
す

る
事
項
及
び
容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収
集
の
促
進
の
た
め
の
方
策
に
関
す

る
事
項 

１ 

市
町
村
の
取
組 

分
別
収
集
は
、
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ

り
、
一
般
廃
棄
物
の
減
量
及
び
資
源
の
有
効
利
用
を
図
る
た
め
、
消
費
者
、

事
業
者
及
び
国
と
の
連
携
協
力
の
下
、
各
市
町
村
に
お
い
て
適
切
な
分
別
収

集
の
一
層
の
推
進
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。 

（
１
） 

適
切
な
分
別
収
集
体
制
の
構
築 

市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
容
器
包
装
廃
棄
物
の
適
切
な
分
別
収
集
の
た
め

の
体
制
や
施
設
の
整
備
な
ど
、
地
域
に
お
け
る
適
切
な
分
別
収
集
の
一
層

の
推
進
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。 

特
に
、
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
が
ひ
っ
迫
し
、
更
に
新
し
い
最
終

処
分
場
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
市
町
村
や
、
最
終
処
分
場
の
不

足
の
た
め
、
他
の
市
町
村
に
お
い
て
最
終
処
分
を
実
施
し
て
い
る
市
町
村
、

焼
却
施
設
等
中
間
処
理
施
設
の
処
分
能
力
の
不
足
の
た
め
、
中
間
処
理
を

経
ず
、
最
終
処
分
を
実
施
し
て
い
る
市
町
村
、
大
都
市
圏
の
市
町
村
の
よ

う
に
近
い
将
来
最
終
処
分
場
が
ひ
っ
迫
す
る
お
そ
れ
が
高
い
市
町
村
等
に

お
い
て
は
、
最
終
処
分
量
の
減
量
の
た
め
、
容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収

集
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
現
在
分
別
収
集

さ
れ
て
い
な
い
種
類
の
容
器
包
装
廃
棄
物
に
つ
い
て
も
、
分
別
収
集
体
制

や
施
設
の
整
備
状
況
を
踏
ま
え
、
市
町
村
分
別
収
集
計
画
に
順
次
位
置
付

け
る
な
ど
、
分
別
収
集
の
計
画
的
か
つ
適
切
な
実
施
を
図
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。 

ま
た
、
市
町
村
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品

化
を
行
い
得
る
量
（
以
下
「
再
商
品
化
可
能
量
」
と
い
う
。
）
と
分
別
収

集
さ
れ
る
量
と
の
間
に
過
大
な
齟
齬
を
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
観
点
及
び

分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
が
円
滑
か
つ
効
率
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

す
る
観
点
か
ら
、
分
別
収
集
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
再
商
品
化
計

画
に
よ
り
示
さ
れ
る
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
を
す
る
た
め
の
施
設

（
以
下
「
再
商
品
化
施
設
」
と
い
う
。
）
の
立
地
状
況
等
を
勘
案
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
再
商
品
化
施
設
へ
の
輸
送
距
離
等
に
か
ん
が
み
効
率
的
な
位

置
に
保
管
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
や
、
再
商
品
化
施
設
の
施
設
能
力
に
見

合
っ
た
容
器
包
装
廃
棄
物
の
確
保
を
図
る
こ
と
は
、
分
別
基
準
適
合
物
の

効
率
的
な
再
商
品
化
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
市
町
村
は
、
こ
れ
ら
の
点

に
配
慮
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。 

加
え
て
、
市
町
村
分
別
収
集
計
画
の
策
定
に
際
し
て
は
、
効
率
的
な
分

別
収
集
を
実
施
す
る
観
点
か
ら
、
必
要
に
応
じ
、
民
間
の
リ
サ
イ
ク
ル
に

関
係
す
る
者
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
近
隣
の
市
町
村
と
の
連
携
協
力
、

広
域
的
な
分
別
収
集
の
実
施
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
望

ま
れ
る
。 

（
２
） 

分
別
収
集
の
質
的
向
上
・
効
率
化
と
そ
の
他
分
別
収
集
の
促
進 

市
町
村
は
、
分
別
収
集
の
質
を
一
層
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に
、
容
器
包

装
廃
棄
物
の
分
別
収
集
に
係
る
費
用
の
透
明
化
を
推
し
進
め
、
分
別
収
集

の
効
率
化
に
で
き
る
限
り
努
め
る
必
要
が
あ
る
。 

ま
た
、
市
町
村
は
、
住
民
の
意
識
向
上
を
図
る
た
め
、
住
民
に
対
し
て

分
別
及
び
洗
浄
の
徹
底
に
つ
い
て
周
知
を
行
い
、
洗
浄
さ
れ
て
い
な
い
容

器
包
装
廃
棄
物
や
、
容
器
包
装
以
外
の
物
が
付
着
し
、
又
は
混
入
し
た
容

器
包
装
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
収
集
を
見
合
わ
せ
、
住
民
に
対
し
分
別
排
出

の
必
要
性
等
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。 

12



さ
ら
に
、
市
町
村
の
実
情
に
応
じ
、
住
民
等
が
行
う
集
団
回
収
、
拠
点

回
収
等
を
活
用
し
た
分
別
収
集
を
促
進
す
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
り
、
環

境
教
育
の
観
点
か
ら
も
有
効
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
集
団
回
収
等
の
取
組
に

対
す
る
支
援
体
制
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。 

こ
の
ほ
か
、
一
般
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
に
関
し
、
手
数
料

を
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
る
分
別
排
出
の
基
準
に
従
い

適
正
に
分
別
し
て
排
出
さ
れ
る
容
器
包
装
廃
棄
物
以
外
の
一
般
廃
棄
物
の

排
出
量
を
勘
案
す
る
等
容
器
包
装
廃
棄
物
を
排
出
す
る
者
が
当
該
基
準
に

従
い
容
器
包
装
廃
棄
物
を
適
正
に
分
別
し
て
排
出
す
る
こ
と
を
促
進
す
る

た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
、
適
切
な
分
別
収
集
を
実
施
す
る
た

め
の
回
収
拠
点
及
び
回
収
頻
度
を
設
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
検
討
を
行

う
こ
と
が
望
ま
れ
る
。 

２ 

消
費
者
の
取
組 

消
費
者
は
、
分
別
収
集
が
適
正
に
実
施
さ
れ
る
た
め
に
は
、
市
町
村
が
定

め
る
分
別
の
基
準
に
従
い
容
器
包
装
廃
棄
物
を
適
正
に
分
別
し
て
排
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
、
容
器
包
装
の
種
類
に
応
じ
た
分
別
、

洗
浄
及
び
減
容
化
を
一
層
徹
底
し
、
付
着
し
た
汚
れ
の
洗
浄
が
困
難
な
も
の

に
つ
い
て
は
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
の
対
象
か
ら
適
切
に
除
去
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

ま
た
、
市
町
村
に
よ
る
分
別
収
集
に
係
る
業
務
の
効
率
化
を
促
す
た
め
、

消
費
者
は
、
市
町
村
に
よ
る
分
別
収
集
に
係
る
業
務
の
効
率
性
や
透
明
性
の

向
上
に
資
す
る
よ
う
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

３ 

事
業
者
の
取
組 

事
業
者
は
、
容
器
包
装
に
適
切
な
材
質
等
の
表
示
、
素
材
別
に
分
離
が
容

易
な
構
造
、
材
料
の
工
夫
を
行
う
こ
と
等
、
分
別
排
出
及
び
分
別
収
集
が
よ

り
容
易
な
容
器
包
装
の
製
造
、
利
用
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
容
器

包
装
廃
棄
物
の
洗
浄
や
減
容
化
等
消
費
者
に
よ
る
適
正
な
分
別
排
出
を
促

進
す
る
た
め
の
必
要
な
情
報
の
提
供
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

ま
た
、
事
業
者
に
よ
る
店
頭
回
収
に
つ
い
て
は
、
多
様
な
回
収
ル
ー
ト
の

確
保
に
よ
る
分
別
収
集
等
の
促
進
及
び
住
民
の
意
識
向
上
へ
の
効
果
が
期

待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
促
進
を
図
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。 

４ 

国
の
取
組 

国
は
、
市
町
村
が
容
器
包
装
廃
棄
物
の
適
正
な
分
別
収
集
の
た
め
の
施
設

及
び
体
制
を
整
備
す
る
に
当
た
っ
て
、
必
要
な
資
金
の
確
保
や
情
報
の
提

供
、
技
術
的
な
支
援
等
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
加
え
て
、

多
様
な
回
収
ル
ー
ト
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
店
頭
回
収
や
集
団
回
収
を
促
進

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

ま
た
、
国
は
、
市
町
村
に
よ
る
分
別
収
集
業
務
の
効
率
化
を
推
進
す
る
た

め
、
先
進
的
な
業
務
実
施
事
例
に
つ
い
て
広
く
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。 

四 

分
別
収
集
さ
れ
た
容
器
包
装
廃
棄
物
の
再
商
品
化
の
た
め
の
円
滑
な
引
渡

し
そ
の
他
の
適
正
な
処
理
に
関
す
る
事
項 

容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収
集
が
適
正
に
実
施
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
得
ら
れ

た
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
を
安
定
的
に
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

こ
と
に
か
ん
が
み
、
市
町
村
は
、
自
ら
策
定
し
た
分
別
収
集
計
画
に
従
っ
て
容

器
包
装
廃
棄
物
を
分
別
収
集
す
る
と
き
は
、
再
商
品
化
施
設
の
施
設
能
力
を
勘

案
し
つ
つ
、
分
別
収
集
で
得
ら
れ
た
分
別
基
準
適
合
物
を
指
定
法
人
等
に
円
滑

に
引
き
渡
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

ま
た
、
市
町
村
の
実
情
に
応
じ
指
定
法
人
等
に
引
き
渡
さ
れ
な
い
場
合
に
あ
っ

て
も
、
市
町
村
は
、
再
商
品
化
施
設
の
施
設
能
力
を
勘
案
す
る
と
と
も
に
、
分

別
収
集
さ
れ
た
容
器
包
装
廃
棄
物
が
環
境
保
全
対
策
に
万
全
を
期
し
つ
つ
適

正
に
処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

同
時
に
、
市
町
村
は
、
こ
の
よ
う
な
容
器
包
装
廃
棄
物
の
処
理
の
状
況
等
に

つ
い
て
は
、
住
民
へ
の
情
報
提
供
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

国
は
、
市
町
村
に
よ
る
再
商
品
化
の
た
め
の
円
滑
な
引
渡
し
そ
の
他
の
適
正

な
処
理
を
促
進
す
る
た
め
市
町
村
に
よ
り
分
別
収
集
さ
れ
た
容
器
包
装
廃
棄

物
の
処
理
の
状
況
を
適
切
に
把
握
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
市
町
村
に
対

す
る
情
報
提
供
、
不
適
正
な
輸
出
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
そ
の
他
の
措
置
を

講
じ
る
こ
と
と
す
る
。 

五 

分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
等
の
促
進
の
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項 

１ 

容
器
包
装
の
種
類
ご
と
の
対
応 

分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
等
を
円
滑
に
進
め
て
い
く
上
で
、
容
器
包

装
の
種
類
ご
と
に
次
の
よ
う
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。 

（
１
） 

ガ
ラ
ス
製
の
容
器 

ガ
ラ
ス
製
の
容
器
は
、
そ
の
再
商
品
化
に
よ
り
主
に
ガ
ラ
ス
製
の
容
器

の
原
材
料
と
な
る
カ
レ
ッ
ト
が
得
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
市
町
村
に
よ

る
分
別
収
集
量
に
見
合
う
だ
け
の
カ
レ
ッ
ト
の
需
要
を
確
保
す
る
た
め
、

ガ
ラ
ス
製
の
容
器
の
カ
レ
ッ
ト
利
用
率
の
向
上
や
タ
イ
ル
、
人
工
軽
量
骨

材
、
道
路
舗
装
用
骨
材
等
の
新
規
用
途
の
開
発
及
び
拡
大
が
必
要
で
あ
る
。 

（
２
） 

紙
製
の
容
器
包
装 

紙
製
の
容
器
包
装
で
あ
っ
て
、
段
ボ
ー
ル
製
の
容
器
包
装
及
び
飲
料
を

充
て
ん
す
る
た
め
の
容
器(

原
材
料
と
し
て
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
が
利
用
さ
れ

て
い
る
も
の
及
び
段
ボ
ー
ル
製
の
も
の
を
除
く
。)

以
外
の
も
の
に
つ
い
て

は
、
そ
の
再
商
品
化
に
よ
り
製
紙
原
料
等
が
得
ら
れ
る
ほ
か
、
古
紙
再
生

ボ
ー
ド
、
溶
鋼
用
鎮
静
剤
、
古
紙
破
砕
解
繊
物
等
の
燃
料
以
外
の
製
品
及

び
固
形
燃
料
等
の
燃
料
が
得
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
紙
製
の
容

器
包
装
の
再
商
品
化
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
選
別
等
の
再
商
品
化
に
よ

り
製
紙
原
料
等
や
古
紙
再
生
ボ
ー
ド
、
溶
鋼
用
鎮
静
剤
、
古
紙
破
砕
解
繊

物
等
の
燃
料
以
外
の
製
品
の
原
材
料
と
し
て
の
利
用
を
行
い
、
そ
れ
が
技

術
的
な
困
難
性
、
環
境
負
荷
の
程
度
等
の
観
点
か
ら
適
切
で
な
い
場
合
に
、

固
形
燃
料
等
の
燃
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
製
品
の
原
材
料
と
し
て
利
用
す

る
。
当
該
燃
料
の
利
用
に
当
た
っ
て
は
、
環
境
保
全
対
策
に
万
全
を
期
し

つ
つ
、
高
度
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
を
図
る
こ
と
と
す
る
。 

（
３
） 

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル 

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製
の
容
器
で
あ
っ
て
飲
料
、
し
ょ
う

ゆ
等
を
充
て
ん
す
る
も
の(

以
下
「
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
」
と
い
う
。)

は
、
そ
の

再
商
品
化
に
よ
り
フ
レ
ー
ク
若
し
く
は
ペ
レ
ッ
ト
と
い
う
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

原
料
等
又
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
等
の
原
料
と
な
る
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
原
料(

ビ

ス(

２
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
エ
チ
ル)

テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
、テ
レ
フ
タ
ル
酸
ジ
メ
チ

ル
、
テ
レ
フ
タ
ル
酸
等
を
い
う
。)

が
得
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
再
商
品

化
施
設
の
施
設
能
力
に
見
合
っ
た
分
別
基
準
適
合
物
の
確
保
を
図
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。 

（
４
） 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
容
器
包
装 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
容
器
包
装
（
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
除
く
。
）
の
再
商

品
化
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
ペ
レ
ッ
ト
等
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
原
料
、
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
、
高
炉
で
用
い
る
還
元
剤
、
コ
ー
ク
ス
炉
で
用
い
る
原

料
炭
の
代
替
物
、
炭
化
水
素
油
、
水
素
及
び
一
酸
化
炭
素
を
主
成
分
と
す

る
ガ
ス
等
の
製
品
の
原
材
料
と
し
て
の
利
用
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は

円
滑
な
再
商
品
化
の
実
施
に
支
障
を
生
ず
る
場
合
に
、
固
形
燃
料
等
の
燃

13



料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
製
品
の
原
材
料
と
し
て
緊
急
避
難
的
・
補
完
的
に

利
用
す
る
。
当
該
燃
料
の
利
用
に
当
た
っ
て
は
、
環
境
保
全
対
策
等
に
万

全
を
期
し
つ
つ
、
特
に
高
度
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
を
図
る
こ
と
と
す
る
。 

２ 

再
商
品
化
の
促
進
に
向
け
た
全
般
的
取
組 

容
器
包
装
に
つ
い
て
は
、
再
商
品
化
に
要
す
る
費
用
の
低
減
及
び
再
商
品

化
に
よ
り
得
ら
れ
た
物
の
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
消
費
者

に
よ
る
適
正
な
分
別
排
出
、
並
び
に
市
町
村
に
よ
る
分
別
収
集
の
た
め
の
施

設
及
び
体
制
の
整
備
並
び
に
質
の
高
い
分
別
収
集
の
実
施
が
求
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
市
町
村
に
よ
る
分
別
収
集
量
の
将
来
的
な
増
加
が
見
込
ま
れ
る
容
器

包
装
に
つ
い
て
は
、
そ
の
再
商
品
化
可
能
量
の
拡
大
を
図
る
こ
と
が
必
要
で

あ
り
、
分
別
収
集
量
の
動
向
を
見
込
ん
だ
再
商
品
化
施
設
の
整
備
が
求
め
ら

れ
る
と
と
も
に
、再
商
品
化
に
よ
り
得
ら
れ
た
物
の
需
要
の
確
保
の
た
め
に
、

そ
の
新
規
用
途
の
開
発
及
び
拡
大
等
が
求
め
ら
れ
る
。 

こ
の
た
め
、
国
は
、
必
要
な
資
金
の
確
保
、
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品

化
の
促
進
、
再
商
品
化
に
要
す
る
費
用
の
低
減
等
に
資
す
る
科
学
技
術
の
振

興
を
図
る
た
め
の
研
究
開
発
の
推
進
及
び
そ
の
成
果
の
普
及
等
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

ま
た
、
国
は
事
業
者
に
よ
る
分
別
基
準
適
合
物
の
適
正
な
再
商
品
化
を
促

進
す
る
た
め
、
必
要
な
情
報
の
提
供
、
広
報
活
動
等
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。 

さ
ら
に
、
市
町
村
に
よ
る
分
別
収
集
の
質
の
向
上
等
を
通
じ
て
、
再
商
品

化
に
要
す
る
費
用
の
低
減
及
び
再
商
品
化
に
よ
り
得
ら
れ
た
物
の
質
の
向
上

を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
市
町
村
に
お
い
て
も
、
再

商
品
化
能
力
の
状
況
を
踏
ま
え
、
計
画
的
な
分
別
収
集
の
実
施
と
分
別
基
準

適
合
物
の
質
の
向
上
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

ま
た
、
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
等
を
効
率
的
か
つ
容
易
に
す
る
た

め
、
容
器
包
装
を
用
い
る
事
業
者
及
び
こ
れ
を
製
造
す
る
事
業
者
並
び
に
容

器
包
装
に
用
い
ら
れ
る
素
材
を
製
造
す
る
事
業
者
は
、
再
商
品
化
等
が
容
易

な
容
器
包
装
の
使
用
、
容
器
包
装
の
規
格
化
並
び
に
材
料
及
び
構
造
面
で
の

工
夫
を
可
能
な
限
り
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
容
器
包
装
を
利
用
し
て
い

る
商
品
を
販
売
す
る
事
業
者
は
、
こ
れ
ら
の
再
商
品
化
等
が
し
や
す
い
容
器

包
装
を
用
い
て
い
る
商
品
の
販
売
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。 加

え
て
、
容
器
包
装
を
利
用
し
て
い
る
商
品
又
は
容
器
包
装
そ
の
も
の
を

輸
入
す
る
事
業
者
は
、
こ
れ
ら
の
再
商
品
化
等
が
し
や
す
い
容
器
包
装
を
用

い
て
い
る
商
品
又
は
再
商
品
化
等
が
し
や
す
い
容
器
包
装
を
選
択
し
、
輸
入

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

国
は
、
物
品
の
調
達
に
当
た
っ
て
は
、
自
ら
が
率
先
し
て
分
別
基
準
適
合

物
の
再
商
品
化
等
を
し
て
得
ら
れ
た
物
又
は
こ
れ
を
使
用
し
た
物
の
購
入
、

利
用
等
を
促
進
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
、

国
の
施
策
に
準
じ
て
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
等
を
促
進
す
る
よ
う
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
事
業
者
及

び
消
費
者
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
物
の
購
入
、
利
用
等
を
積
極
的
に
進
め

る
必
要
が
あ
る
。 

六 

円
滑
か
つ
効
率
的
な
容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収
集
及
び
分
別
基
準
適
合

物
の
再
商
品
化
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
調
整
に
関
す
る
事
項 

分
別
収
集
に
よ
り
得
ら
れ
た
分
別
基
準
適
合
物
が
的
確
に
再
商
品
化
さ
れ
る

た
め
に
は
、
容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収
集
量
と
再
商
品
化
可
能
量
が
均
衡
し

つ
つ
拡
大
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。 

こ
の
た
め
、
国
は
、
分
別
収
集
見
込
量
等
分
別
収
集
の
動
向
を
踏
ま
え
、
分

別
収
集
見
込
量
に
対
応
し
た
再
商
品
化
可
能
量
の
確
保
に
向
け
て
、
そ
の
円
滑

な
拡
大
を
図
る
た
め
の
環
境
整
備
に
努
め
つ
つ
、
再
商
品
化
計
画
の
策
定
を
行

う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

市
町
村
は
、
市
町
村
分
別
収
集
計
画
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
分
別
基
準
適

合
物
の
再
商
品
化
が
円
滑
か
つ
効
率
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
観
点
か
ら
、

再
商
品
化
計
画
に
よ
り
示
さ
れ
る
再
商
品
化
さ
れ
る
特
定
分
別
基
準
適
合
物
の

量
の
見
込
み
、
特
定
分
別
基
準
適
合
物
を
再
商
品
化
す
る
た
め
の
施
設
の
設
置

に
関
す
る
事
項
等
を
勘
案
し
つ
つ
、
分
別
収
集
の
実
施
を
決
定
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。 

ま
た
、
再
商
品
化
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
市
町
村
は
、
分
別
収
集
計

画
に
規
定
す
る
容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収
集
見
込
量
の
算
定
に
当
た
っ
て

は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
経
済
社
会
情
勢
等
を
的
確
に
把
握
し
、
分

別
収
集
見
込
量
が
実
績
量
に
限
り
な
く
近
づ
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
国
に
お
い
て
は
、
市
町
村
に
対
し
計
画
策
定
に
当
た
っ
て
の
必
要

な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
と
す
る
。 

再
商
品
化
事
業
者
は
、
再
商
品
化
計
画
に
沿
っ
て
、
再
商
品
化
可
能
量
を
増

加
さ
せ
る
よ
う
努
力
し
、
又
は
協
力
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。 

七 

環
境
の
保
全
に
資
す
る
も
の
と
し
て
の
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制

並
び
に
そ
の
分
別
収
集
及
び
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
等
の
促
進
の
意

義
に
関
す
る
知
識
の
普
及
に
係
る
事
項 

容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
、
適
切
な
分
別
収
集
に
よ
る
分
別
基
準
適

合
物
の
質
の
向
上
、
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
の
促
進
及
び
再
商
品
化
に

よ
っ
て
得
ら
れ
た
物
の
利
用
の
促
進
は
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
投
入
量
の
節
減
、

廃
棄
物
の
減
量
及
び
散
乱
の
防
止
、
環
境
汚
染
物
質
の
発
生
の
抑
制
等
を
通
じ

て
、
全
体
と
し
て
人
間
の
活
動
に
起
因
す
る
環
境
へ
の
負
荷
を
低
減
さ
せ
、
循

環
を
基
調
と
し
た
環
境
と
経
済
の
統
合
に
よ
り
持
続
可
能
な
発
展
を
目
指
し
た

循
環
型
社
会
を
構
築
し
て
い
く
と
い
う
意
義
を
有
す
る
。 

以
上
の
よ
う
な
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
並
び
に
そ
の
分
別
収
集
及

び
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
等
の
促
進
の
た
め
に
は
、
容
器
包
装
廃
棄
物

の
排
出
の
抑
制
、
そ
の
適
正
な
分
別
排
出
や
再
商
品
化
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
物

の
利
用
を
は
じ
め
、
消
費
者
、
関
係
団
体
、
事
業
者
等
の
す
べ
て
の
関
係
主
体

の
連
携
協
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、

環
境
の
保
全
に
資
す
る
も
の
と
し
て
の
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
並
び

に
そ
の
分
別
収
集
及
び
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
等
の
促
進
の
意
義
に
関

す
る
知
識
に
つ
い
て
、
消
費
者
、
関
係
団
体
、
事
業
者
等
と
の
連
携
協
力
の
下
、

広
く
国
民
へ
の
普
及
、
啓
発
を
図
る
こ
と
と
す
る
。 

具
体
的
に
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑

制
、
分
別
収
集
、
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
等
の
促
進
に
関
す
る
国
民
へ

の
普
及
啓
発
、
環
境
教
育
・
環
境
学
習
等
を
通
じ
て
、
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排

出
の
抑
制
並
び
に
そ
の
分
別
収
集
及
び
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
等
の
促

進
が
環
境
の
保
全
に
資
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
国
民
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も

に
、
環
境
の
保
全
に
留
意
し
つ
つ
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
る
よ
う
消
費
者
、
関
係

団
体
、事
業
者
等
の
す
べ
て
の
関
係
主
体
の
連
携
協
力
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。 

ま
た
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
環
境
の
保
全
に
資
す
る
も
の
と
し
て
の

容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
並
び
に
そ
の
分
別
収
集
及
び
分
別
基
準
適
合

物
の
再
商
品
化
等
の
促
進
の
意
義
に
関
し
、
我
が
国
の
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排

出
量
等
の
現
状
を
周
知
す
る
等
、国
民
へ
の
情
報
提
供
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。 

八 

そ
の
他
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
並
び
に
そ
の
分
別
収
集
及
び

分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
重
要
事
項 
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容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
並
び
に
そ
の
分
別
収
集
及
び
分
別
基
準

適
合
物
の
再
商
品
化
の
促
進
等
に
当
た
っ
て
、
容
器
包
装
の
原
料
採
取
、
製

造
、
流
通
、
消
費
、
廃
棄
、
分
別
収
集
、
再
商
品
化
等
の
全
段
階
に
お
け
る

環
境
へ
の
負
荷
の
評
価(

ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
Ｌ
Ｃ
Ａ
）)

の
手
法
に
つ
い
て
、
国
は
、
諸
外
国
と
の
連
携
協
力
を
踏
ま
え
つ
つ
、
調
査

研
究
を
進
め
Ｌ
Ｃ
Ａ
手
法
の
確
立
を
図
る
よ
う
に
努
め
、
情
報
提
供
を
実
施

す
る
と
と
も
に
、
当
該
手
法
を
活
用
し
た
再
商
品
化
手
法
等
に
関
す
る
技
術

的
見
地
か
ら
の
評
価
及
び
検
討
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
事
業
者

は
、
各
段
階
に
お
け
る
環
境
へ
の
負
荷
が
低
減
さ
れ
る
よ
う
、
各
段
階
に
お

け
る
環
境
へ
の
負
荷
を
視
野
に
入
れ
た
製
品
開
発
、
消
費
者
へ
の
情
報
提
供

等
へ
の
活
用
を
図
る
必
要
が
あ
る
。 

国
は
、
容
器
包
装
廃
棄
物
の
減
量
及
び
容
器
包
装
に
係
る
資
源
の
有
効
利
用

を
図
る
た
め
に
再
商
品
化
に
要
す
る
費
用
を
商
品
の
価
格
に
適
正
に
反
映
さ

せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
費
用
の
円
滑
か
つ
適
正

な
転
嫁
に
寄
与
す
る
た
め
、
法
の
趣
旨
及
び
内
容
に
つ
い
て
、
広
報
活
動
等

を
通
じ
て
国
民
に
周
知
を
図
り
、
そ
の
理
解
及
び
協
力
を
得
る
こ
と
等
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（注）今回改正された法令のうち、再商品化に係る量・比率に関係する改正部分や、項ずれなどの

形式的な改正部分については掲載を省略した。 
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